


















令和3+年3月5日

令和3坤り勲8日
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(残余財産の帰属 )

第51条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)し た と

きに残存する財産は、法第11条第 3項 に掲げる者の うち、総会において議決 し

た者に譲渡す るもの とする。

(合 併 )

第52条 この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第53条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して

行 う。ただ し、法第28条 の 2第 1項 に規定する貸借対照表の公告については、こ

の法人のホームページにおいて行 う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第54条  この法人に、この法人の事務を処理す るため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 く。

(職員の任免 )

第55条  事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営 )

第56条 事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が

別に定める。

第10章 雑 則

(細則 )

第 57条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が これ

を定める。
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日 仰 3特月5日

令和3争0月 B日1 この定款は、 この法人の成立の 日か ら施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとお りとする。

理事長

副理事長

理 事

理 事

監 事

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項の規定にかかわ らず、この法

人の成立の 日か ら平成 23年 12月 31日 まで とする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条 の規定にかかわ らず、この法人の成立

の 日か ら平成 23年 9月 30日 まで とする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条 の規定にかかわ らず、設

立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわ らず、次に掲げ

る額 とす る。

(1)入会金  正会員   5000円
賛助会員  2000円
団体会員   5000円

(2)年会費  正会員   10000円
賛助会員  3000円
団体会員  一 口 10000円 (一 日以上 )

上記当法人の定款に相違あ りません。
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令和 2年   月  日

特定非営利活動法人グッ ド・エイジング・ エールズ

理事長  松 中  権


